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令和７年２月 14 日 

大臣官房参事官(上下水道技術) 

(上下水道審議官グループ) 

埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえた有識者委員会を開催します 

～「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会」の開催～ 

1. 日 時： 令和７年２月 21日（金）12：20 ～ 14：20 

2. 場 所： 中央合同庁舎３号館４階幹部会議室（WEB会議併用） 

3. 委 員： 別紙のとおり 

4. 委員会での検討項目：  

          重点的に点検を行う対象や頻度、技術など点検のあり方 

          他の管理者とのリスク情報の共有等のあり方 

今後の施設の維持更新や再構築とそれらを支える制度のあり方 など 

5. 取材等： 

• 会議は非公開で行いますが、報道関係者に限り会議の冒頭（議事に入るまで）のみ傍聴（カメラ撮り）が

可能です。 

• 委員会終了後、記者ブリーフィングを行います。 

＜記者ブリーフィング＞ 時 間：15：30開始 

                場 所：国土交通省５階 会見室 

• 傍聴（カメラ撮り）または記者ブリーフィングをご希望の報道関係者の方は、２月 20 日（木）14 時までに、

以下のとおりメールにてお申し込み下さい。 

件 名：【傍聴希望】 

本 文：氏名（ふりがな）、所属、連絡先（電話、メールアドレス）、 

      参加内容（傍聴／記者ブリ―フィング／傍聴と記者ブリ―フィングの両方） 

送付先： hqt-abdx【a】gxb.mlit.go.jp 

※【a】を@に変換して送信して下さい。 

※取得した個人情報は適切に管理し、必要な用途以外に利用しません。 

6. 会議資料及び議事要旨は、後日、国土交通省ウェブサイトに掲載予定です。 

 

令和７年１月 28 日に埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故を踏まえ、今後、下水道等

の劣化の進行が予測される中、同種・類似の事故の発生を未然に防ぐため、大規模な下水道の

点検手法の見直しなど、大規模な道路陥没を引き起こす恐れのある地下管路の施設管理のあ

り方などについて検討する有識者委員会（委員長：家田仁 政策研究大学院大学特別教

授）を設置し、２月21日に第１回目の委員会を開催します。 

＜問い合わせ先＞ 

大臣官房参事官（上下水道技術）（上下水道審議官グループ） 

上下水道技術企画官 茨木、課長補佐 梯、計画係長 畠山 

TEL： 03-5253-8111（内線34303、34139） 03-5253-8432(直通)  
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下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会 

 委員名簿（2025年２月時点） 

 

 氏 名 役 職 

委員長 家田 仁 政策研究大学院大学 特別教授 

委 員 秋葉 正一 日本大学 生産工学部 土木工学科 教授 

委 員 足立 泰美 甲南大学経済学部 教授 

委 員 砂金 伸治 東京都立大学 都市環境学部 都市基盤環境学科 教授 

委 員 岡久 宏史 公益社団法人 日本下水道協会 理事長 

委 員 北田 健夫 埼玉県 下水道事業管理者 

委 員 桑野 玲子 東京大学 生産技術研究所 教授 

委 員 佐々木 健 東京都 下水道局長 

委 員 三宮 武 国土技術政策総合研究所 上下水道研究部長 

委 員 長谷川 健司 公益社団法人 日本下水道管路管理業協会 会長 

委 員 宮武 裕昭 国立研究開発法人土木研究所 地質・地盤研究グループ長 

委 員 森田 弘昭 日本大学 生産工学部 教授 

（委員長以外５０音順、敬称略） 

 

＜オブザーバー＞ 

総務省 

経済産業省 

別紙 
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令 和 ７ 年 ２ 月 1 4 日 
水管理・国土保全局下水道事業課 
（上下水道審議官グループ） 

埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえた緊急点検結果等を公表します 
～下水道管路に起因する道路陥没事故の未然防止に向けて～ 

１ 緊急点検及び路面下空洞調査の趣旨 

令和７年１月 28 日に埼玉県八潮市において下水道管の破損に起因すると考えられる道路

陥没が起き、トラック１台が巻き込まれるとともに、約 120 万人に下水道（洗濯や入浴）の

使用自粛が求められるなど、大きな影響が発生しました。 

このような道路陥没事故の発生を未然に防ぐため、陥没箇所と同様の大規模な下水道管路※

を管理する７都府県13箇所の流域下水道管理者に対し、下水道管路施設に対する緊急点検と、

補完的に路面下空洞調査の実施を要請しました。 

※ 処理水量30万㎥/日以上の下水処理場に接続する口径２m以上の流域下水道管路 

 

２ 結果概要と対応 

① 緊急点検 

対象の下水道管路（延長約420km）に存在するマンホール（約1,700箇所）で緊急点検が

実施された結果、管路の腐食などの異状が３箇所で確認されました。これらの箇所について

は、必要な対策を速やかに実施していただくよう要請しています。 

② 路面下空洞調査 

緊急点検対象の下水道管路が埋設されている道路で、路面下空洞調査（約320km）が実施

された結果、下水道管路に起因する空洞の可能性がある箇所（地下1.5m以上の深さに空洞

の可能性がある箇所）は、確認されませんでした。なお、路面下空洞調査が完了していない

区間（約70km）については、速やかに調査していただくよう要請しています。 

 

３ 国土交通省の取組 

国土交通省としては、今回の道路陥没のような事故の未然防止に向け、今般設置すること

とした「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会」での議論を

踏まえ、国民の安心・安全を確保するため、必要な対応をしっかりと検討・実施してまいりま

す。 

 

令和７年１月28日に発生した埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえ、このような事故の発

生を未然に防ぐため、陥没箇所と同様の大規模な下水道管路を対象とした緊急点検と、補完

的に路面下空洞調査を実施しましたので、その結果を公表します。 

＜問い合わせ先＞ 
水管理・国土保全局 下水道事業課 事業マネジメント推進室（上下水道審議官グループ） 
課長補佐 土師、資産管理係長 岩井 
TEL： 03-5253-8111（内線34232、34225） 03-5253-8431(直通)   
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４．路面下空洞調査の方法

１．緊急点検・路面下空洞調査の目的
令和７年１月２８日に発生した埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえ、下水道
管路に起因する道路陥没を未然に防ぐことを目的とする。

２．対象
今回の陥没箇所と同様の大規模な下水道管路※(延長約420km）に存在するマンホール
（約1,700箇所）および緊急点検対象の下水道管路が埋設されている道路（約390km）

※ 処理水量30万㎥/日以上の下水処理場に接続する口径2m以上の流域下水道管路

３．緊急点検の方法

埼玉県
荒川水循環センター
管路延長 約４１ｋｍ

埼玉県
新河岸川水循環センター
管路延長 約４４ｋｍ

埼玉県
中川水循環センター
管路延長 約6１ｋｍ

千葉県
花見川終末処理場

管路延長 約３３ｋｍ

千葉県
江戸川第二終末処理場
管路延長 約4３ｋｍ

東京都
清瀬水再生センター
管路延長 約１９ｋｍ

神奈川県
相模川流域下水道左岸処理場
管路延長 約４３ｋｍ

神奈川県
相模川流域下水道右岸処理場
管路延長 約１５ｋｍ

大阪府
鴻池水みらいセンター
管路延長 約２６ｋｍ

大阪府
川俣水みらいセンター
管路延長 約４４ｋｍ

大阪府、兵庫県
原田処理場

管路延長 約１６ｋｍ

兵庫県
武庫川下流浄化センター
管路延長 約１８ｋｍ

奈良県
浄化センター

管路延長 約１５ｋｍ

○マンホール蓋及びその周辺状況、
マンホール内部を目視により異状の
有無を確認する。

○マンホール内に直接入らず、地上等
から管口カメラをマンホール内に挿入
し、管渠内の異状の有無を確認する。

管口カメラによる点検

マンホール目視点検

探査深度1.5m～2m程度

空洞探査車

電磁波

○空洞探査車等により地盤に電磁波を照射して、1.5m～2m程度
までの深さの空洞を検知する。

下水道管

参考：埼玉県中川水循環センター 処理水量約61万㎥/日 陥没箇所の下水道管口径4.75m

埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえた緊急点検等について

下水道管
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○令和７年１月28日に発生した埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえ、このような事故を未然に防ぐため、
陥没箇所と同様の大規模な下水道管路を対象とした緊急点検と、これを補うための路面下空洞調査を要
請しました。

○対象の下水道管路（延長約420km）に存在するマンホール（約1,700箇所）で緊急点検が実施され、管路の
腐食などの異状が３箇所で確認されました。これらの箇所については、必要な対策を速やかに実施してい
ただくよう要請しています。なお、路面下空洞調査（約320km）の結果、下水道管路に起因する空洞の可能
性がある箇所は、確認されませんでした。

○国土交通省としては、有識者委員会を設置し、大規模な下水道の点検手法の見直し等を検討することとし
ており、今回の緊急点検箇所についても、有識者委員会での議論を踏まえ、必要に応じ更なる点検の実施
など対応を検討してまいります。

埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえた緊急点検等の結果（概要）

下水道管路の緊急点検の様子
（目視点検）

路面下空洞調査の様子
（空洞探査車による調査）
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埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえた緊急点検等の結果

管路延長
（km）

点検箇所数
（箇所）

異状が確認された箇所
（箇所）

調査延長
（km）

下水道管路に起因する
空洞の可能性が
確認された箇所

（箇所）

荒川水循環センター 41 202 0 37 0

新河岸川水循環センター 44 132 3 44 0

中川水循環センター 61 96 0 61 0

花見川終末処理場 33 186 0 8 0

江戸川第二終末処理場 43 42 0 3 0

東京都 清瀬水再生センター 19 29 0 19 0

相模川流域下水道右岸処理場 15 109 0 10 0

相模川流域下水道左岸処理場 43 194 0 39 0

鴻池水みらいセンター 26 209 0 20 0

川俣水みらいセンター 44 244 0 42 0

3 30 0 2 0

13 17 0 4 0

武庫川下流浄化センター 18 106 0 18 0

奈良県 浄化センター 15 106 0 14 0

419 1,702 3 319 0

四捨五入の関係で、表中の計数の和が一致しない場合がある。

※1 管路の腐食などが確認された箇所。

※2 概ね地下1.5m以上の深さに空洞の可能性が確認された箇所（この他、浅い位置において下水道管路との関係は低いが、補修の緊急性が高い空洞を６箇所確認）。

※3 路面下空洞調査は、河川や山岳など、空洞探査車による調査が困難な箇所を除く。

※4 埼玉県荒川水循環センターでは、一部区間で調査未実施。調査が完了していない区間については、速やかに行う予定。

※5 千葉県では、国道などの重要度の高い道路で調査を実施。調査が完了していない区間については、速やかに行う予定。

計

埼玉県

兵庫県

原田処理場

路面下空洞調査結果下水道管路の緊急点検結果

千葉県

神奈川県

大阪府

※1

※2

※4

※5

※5

※3
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国土交通省は、水道事業への国民の理解促進を図り、経営改善と施設の耐震化を加速化させるた

め、全ての水道事業者等(※1)の経営と基幹管路、浄水施設及び配水池の耐震化の現状を分かりやす

く簡易的に図示した「水道カルテ」を公表します。 

  

令 和 ６ 年 1 2 月 2 0 日 

水管理・国土保全局上下水道企画課 

（上下水道審議官グループ） 
 

「水道カルテ」をぜひご確認ください 
～水道事業者等の経営と施設の耐震化の現状を見える化～ 

 

 
 

１．背景・目的 
令和６年能登半島地震では、耐震化未実施であった基幹施設等で被害が生じたことで広範囲か

つ長期の断水が発生し、改めて耐震化の遅れと対策の重要性が認識されました。 
また、人口減少等に伴う料金収入の減少や施設の老朽化に伴う更新投資の増加により、今後、水

道事業の経営状況は一層厳しくなっていくことが見込まれており、耐震化の推進にあたっても経営改

善が重要となります。 
このため、水道事業者等が経営改善と施設の耐震化の緊急性を認識し、早急に対策を検討、実

施するきっかけとなるとともに、住民の皆様が地域の水道事業の現状を知り、経営改善と耐震化の

必要性を認識いただくツールとなることも期待し、「水道カルテ」を作成しました。 

２．「水道カルテ」の概要・結果 

   「水道カルテ」では、料金回収率（※2）と耐震化率等（※3）を指標として設定し、現状の確認や、他

の水道事業者等との比較を視覚的に可能にしました。 

   その上で、料金回収率と耐震化率等の状況を把握するために、水道事業者等を８つのグループ

に分類しました。具体的には、料金回収率が 100％未満の水道事業者等をグループⅠ、100％以上

をグループⅡとしました。 

   1,347 の水道事業者等のうち、料金回収率が 100％未満で、全ての施設の耐震化率等が全国平

均を下回るのが 248 事業者(Ⅰ-3)、料金回収率が 100％以上であっても、全ての施設の耐震化率等

が全国平均を下回るのが 164 事業者(Ⅱ-3)という結果となりました。 

 

３．公表後の国土交通省の取組について 
水道事業者等が課題解決に向けた取組の方向性を検討する手順等を示すガイドラインの策定

や、経営改善、耐震化の推進に向けた技術的支援に取り組んでまいります。 
 

全ての水道事業者等の「水道カルテ」は、以下 URL にて公開しています。 
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000919.html 

【別紙１】「水道カルテ」の概要 
【別紙２】「水道カルテ」の事業者数 

＜問い合わせ先＞ 

水管理・国土保全局 上下水道企画課 管理企画指導室（上下水道審議官グループ） 

企画専門官 濱田、専門官 浦葉 

TEL：03-5253-8111［内線:34152、34155］、03-5253-8428(直通) 

※2：給水に係る費用を給水収益で賄っている割合 

※3：基幹管路の耐震適合率、浄水施設及び配水池の耐震化率 

※1：水道事業者（簡易水道事業者を除く）及び水道用水供給事業者  
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X県（用
水供給）

J市D町Q市O市G市K市R町I市B市F市P町M市E市H町N市C市L市A市
県内
平均

全国
平均

事業主体名

Ⅱ-0Ⅱ-2Ⅰ-1II-3I-3Ⅱ-1Ⅱ-2II-3Ⅱ-2Ⅱ-0Ⅱ-1I-3Ⅱ-2Ⅱ-1Ⅰ-2Ⅱ-2Ⅰ-1Ⅱ-2Ⅱ-0グループ

100%105%90%105%90%110%110%110%100%125%105%95%115%100%95%120%75%115%105%104%
料金回収率
（令和4年度）

―3,397円3,457円2,843円3,145円3,249円4,067円3,597円2,945円3,421円3,124円2,893円3,754円3,843円4,210円3,681円3,219円2,856円3,451円3,397円3,332円
＜参考＞

1か月の水道料金

50%40%30%30%40%40%35%10%40%90%30%40%45%30%20%20%50%30%60%38%42%
基幹管路
の耐震
適合率

耐震化
率等
（令和4
年度） 100%50%100%20%0%100%0%0%0%100%100%40%0%100%60%95%0%50%80%52%43%

浄水
施設

100%50%100%5%0%50%95%40%80%100%85%30%40%85%50%45%100%25%70%61%63%配水池

耐震化率等

料
金
回
収
率

0

1

2

3

全国平均以下の項目数

全国平均以下の項目数

全国平均以下の項目数

全国平均以下の項目数

（出典）水道統計（公益社団法人日本水道協会）をもとに国土交通省が作成

「水道カルテ」の概要

「水道カルテ」では、料金回収率と耐震化率等を指標として設定し、視覚的にこれらの現状の確認や、他

の水道事業者等との比較を可能にしました。

具体的には、料金回収率100％未満の水道事業者等をグループⅠ、100％以上をグループⅡとし、さらに

ハイフンの後にそれぞれのグループに耐震化率等の全国平均以下の項目数を付すことで、グループⅠ-

０～Ⅰ-３、グループⅡｰ０～Ⅱｰ３と分類しました。

■「水道カルテ」のイメージ

グループⅡ－３グループⅠ－３

赤字 黒字

グループⅡ－２グループⅠ－２

グループⅡ－１グループⅠ－１

グループⅡ－０
グループⅠ－０

X県（用水供給）

J市

D町

Q市O市

G市

K市

R町

I市

B市

F市

P町

M市

E市

N市H町

C市

L市

A市

県内平均

70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%

別紙１

※1か月水道料金：月20㎥使用料金（家庭用）
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耐震化率等

料
金
回
収
率

0

1

2

3

全国平均以下の項目数

全国平均以下の項目数

全国平均以下の項目数

全国平均以下の項目数

100%

「水道カルテ」の事業者数 別紙２

赤字 黒字

計

204事業者
（約15.1％）

グループⅡ－０
102事業者
（約7.6％）

グループⅠ-０
102事業者
（約7.6％）

304事業者
（約22.6％）

グループⅡ－１
165事業者
（約12.2％）

グループⅠ-１
139事業者
（約10.3％）

427事業者
（約31.7％）

グループⅡ－２
187事業者
（約13.9％）

グループⅠ-２
240事業者
（約17.8％）

412事業者
（約30.6％）

グループⅡ－３
164事業者
（約12.2％）

グループⅠ-３
248事業者
（約18.4％）

1,347事業者
（100％）

計 618事業者
（約45.9％）

計 729事業者
（約54.1％）

1,347の水道事業者等のうち、料金回収率が100％未満で、全ての施設の耐震化率等が全国平均を下回る

のが248事業者(Ⅰ-3)、料金回収率が100％以上であっても、全ての施設の耐震化率等が全国平均を下回

るのが164事業者(Ⅱ-3)という結果となりました。

※1,375の対象事業者のうち、料金回収率が算定できない水道事業者等（28事業者）を除いています。
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災害対策基本法等※の一部を改正する法律案の概要

趣 旨

改正内容

令和６年能登半島地震の教訓等を踏まえ、災害対策の強化を図るため、国による支援体
制の強化、福祉的支援等の充実、広域避難の円滑化、ボランティア団体との連携、防災DX・
備蓄の推進、インフラ復旧・復興の迅速化等について、以下の措置を講ずる。

内閣府(防災)

施行期日：公布の日 及び 公布から起算して３月以内で政令で定める日（夏の出水期前の施行）

②被災者支援の充実

２）広域避難の円滑化

３）「被災者援護協力団体」の登録制度の創設１）被災者に対する福祉的支援等の充実

①国による災害対応の強化

１）国による地方公共団体に対する支援体制の強化

２）司令塔として内閣府に「防災監」を設置 
国による応援組織の例

（国土交通省TEC-FORCE）

③インフラ復旧・復興の迅速化

１）水道復旧の迅速化 

２）宅地の耐震化（液状化対策）の推進
３）まちの復興拠点整備のための都市計画の特例 水道の復旧

（被災した浄水場）★大規模災害復興法

★災害救助法、災害対策基本法

 高齢者等の要配慮者、在宅避難者など多様な
支援ニーズに対応するため、災害救助法の救助
の種類に「福祉サービスの提供」を追加し、福祉
関係者との連携を強化。災害対策基本法にお
いても「福祉サービスの提供」を明記。

 支援につなげるための被災者、避難所の状況の
把握。

４）防災DX・備蓄の推進

★水道法

高齢者等への対応

 広域避難における、避難元及び避難先市町
村間の情報連携の推進。

 広域避難者に対する情報提供の充実。
 市町村が作成する被災者台帳について、都
道府県による支援を明確化。

 避難所の運営支援、炊き出し、被災家屋の片
付け等の被災者援護に協力するNPO・ボランティ
ア団体等について、国の登録制度を創設。

 登録被災者援護協力団体は、市町村から、被
災者等の情報の提供を受けることができる。

 都道府県は、災害救助法が適用された場合、
登録団体を救助業務に協力させることができ、こ
の場合において実費を支弁。

 国は、必要な場合、登録団体に協力を求めるこ
とができる。国民のボランティア活動の参加を促進。

被災家屋の片付け炊き出し

※災害対策基本法、災害救助法、水道法、大規模災害復興法、大規模地震対策法、内閣府設置法

 国は、地方公共団体に対する応援組織体制を整備・強化。
 国は、地方公共団体からの要請を待たず、先手で支援。

 被災者支援等に当たって、デジタル技術の活用。
 地方公共団体は、年一回、備蓄状況を公表。

★災害対策基本法、災害救助法

★災害対策基本法

★災害対策基本法

★災害対策基本法

★内閣府設置法

★災害対策基本法

 日本下水道事業団の業務として、地方公共団体との協定に基づく水道復旧工事を
追加。また、水道事業者による水道本管復旧のための土地の立入り等を可能とする。

車中泊への対応
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令和６年能登半島地震での甚大な被害を踏まえ、上下水道耐震化計画に基づく水道施設の耐震化の取組を
推進するため、水道事業の支援対象自治体・施設を拡充。

資本単価要件に加え、耐震化の取組を加速する自治体*を支援対象に追加

（*料金回収率、これまでの耐震化の進捗実績、今後の耐震化の進捗計画を評価）

水道システムの急所である導水管・送水管の耐震化について、布設後の経過年数にかかわらず支援対
象に追加

水道の基幹構造物、重要施設に接続する配水支管の耐震化事業の補助率を引き上げ（1/4 → 1/3）

人口減少やインフラ老朽化、強靭化等、上下水道における共通課題の解決に向けた技術開発プロジェクト
（AB-Cross*）を推進。

*水道革新的技術（Ajump技術）と下水道革新的技術（Bdash技術）を横断（Cross）する上下一体の技術実証事業

上下水道一体効率化・基盤強化推進事業調査費の創設

（令和６年度補正予算では、分散型システムの実証を予定）

○ 水道施設の耐震化

○ 上下水道一体での技術開発

令和６年能登半島地震での甚大な被害を踏まえ、上下水道施設の耐震化や災害時の代替性・多重性の確保の取組

を推進するため、支援対象施設・自治体を拡充。

上下水道関係 令和６年度補正予算 拡充内容

R6補正： 1,153億円 （水道：419億円、下水道：718億円、上下水道：15億円） 前年比1.15倍 （R5：1,005億円）
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上下水道関係 令和７年度予算案 概要

能登半島地震の被害や人口減少等を踏まえ「強靭で持続可能な上下水道システムの構築」に向けて取組を推進。

（単位：百万円）

１．前年度予算額は、令和７年度との比較対照のため組み替えて掲記してある。
２．本表のほか、国土交通省所管の政府情報システムのデジタル庁一括計上分として32,945百万円がある。
３．本表のほか、東日本大震災復興特別会計（復旧・復興）61,426百万円がある。
４．計数は、それぞれ四捨五入しているため端数において合計とは一致しない場合がある。

令和７年度国土交通省関係予算総括表令和７年度国土交通省関係予算総括表

以下の取組を上下水道一体で推進

上下水道施設の耐震化と災害時の代替性・

多重性の確保

最適で持続可能な上下水道への再構築
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上下水道関係 令和７年度予算案 拡充内容①

①上下水道システムの「急所*」の耐震化を個別補助化
（*その施設が機能を失えば、システム全体が機能を失う最重要施設）
②災害拠点病院、避難所、防災拠点などの

重要施設に接続する上下水道管路の一体的な耐震化

１．上下水道施設の耐震化と災害時の代替性・多重性の確保

（２）災害時の代替性・多重性の確保
①水資源機構及び都道府県を対象とした可搬式浄水施設・設備の配備
②給水車の配備
③離島・半島地域を対象とした浄水場・下水処理場の防災拠点化
（備蓄倉庫、受水槽、会議室、シャワー設備、トイレカー、マンホールトイレの整備）

（１）上下水道施設の耐震化
• 水道について、資本単価要件に加え、耐震化の取

組を加速する自治体を支援対象に追加
【R6補正より】

• 取水施設、浄水場、配水池、重要施設に接続する
配水支管の耐震化事業の補助率を引き上げ
(1/4→ 1/3） 【R6補正より】

• 急所である導水管・送水管の耐震化について、
布設後の経過年数にかかわらず支援対象に追加

【R6補正より】

＜ポイント＞
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上下水道関係 令和７年度予算案 拡充内容②

位置エネルギーを活用した送配水の省エネ化

（２）上下水道の施設配置の最適化への支援

（２）上下水道の施設配置の最適化への支援

（１）上下水道ＤＸの推進

• 水道システムの省エネ推進のため、自然流下での送配水を可能とするよう、取水位置を上流に
移転する際の取水施設や導水施設の整備等を支援対象に追加。

• 人口減少や災害復旧を踏まえた最適な汚水処理手法を選択できるよう、経済性を考慮して下
水道から浄化槽に転換する場合、下水道管等の撤去等に必要な費用を支援対象に追加。

• 水道管のメンテナンスや改築・更新を効率化するため、点検・調査結果に基づく「水道施設アセッ
トマネジメント計画」を策定する際に必要な経費を支援対象に追加。

• データ共有の円滑化や迅速な災害時調査のため、上下水道の台帳情報のクラウド化、市町村
の区域を超えて広域的に実施するデジタル技術を活用した水道施設の点検・調査を支援対象
に追加。

（３）広域連携のための「水道基盤強化計画」の策定推進

• 市町村の区域を越えた広域的な連携等を推進するため、都道府県が水道法第５条の３に規定
する「水道基盤強化計画」を策定する際に必要な費用を支援対象に追加。

２．最適で持続可能な上下水道への再構築

（１）上下水道DXの推進

人工衛星データを用いた漏水検知システム
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